
受益者負担見直しに関する基本方針（公共施設附帯駐車場等編）の策定 

に対するパブリックコメントの実施結果について 

 

１ 意見募集期間 

令和６年 11 月１日（金曜日）から令和６年 12 月２日（月曜日）まで 

 

２ 意見の件数等 

(1) 意見をいただいた人数  ２人 

(2) 意見の件数       ２件 

(3) 案に反映した意見の数  ０件 

 

３ 意見と市の考え方 

№ 意見の概要 市の考え方 反映したもの 

その他要望・意見 

1 

公共施設の駐車料金は無料

にすべき（市庁舎、文化会館

に同じく）。アミューあつぎ駐

輪場につきましても、受益者

負担見直しに関する基本方針

（公共施設附帯駐車場等編）

に基づき、今後、有料化につ

いて検討していきます。 

受益者負担見直しに関する

基本方針（公共施設附帯駐車

場等編）では、「施設利用者に

ついては、手続や利用の目的

を考慮し、一定時間の無料利

用を検討するもの」としてい

ますので、施設の状況に応じ

て慎重に検討していきます。 

 

 

２ 

アミューあつぎ駐輪場が、

自転車がいつも満車で買い物

に行っても止められないので

無料時間ありで有料化して欲

しい。 

イオンと同じような形式に

してほしいです。 

アミューあつぎ駐輪場につ

きましても、受益者負担見直

しに関する基本方針（公共施

設附帯駐車場等編）に基づ

き、今後、有料化について検

討していきます。 

 

 

 

４ お問合せ先 

(1) 担当課名 行政経営課 

(2) 連絡先  046-225-2160 

 

５ 結果公開日 

令和７年１月 15 日 公開 



 

 

 

 

 

 

受益者負担見直しに関する基本方針 

（公共施設附帯駐車場等編） 

（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年１月 

厚 木 市 
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１ 趣旨 
 

本市では、平成 24 年に策定した「受益者負担見直しに関する基本方針（公の施

設の使用料編）」に基づき、施設を利用する方と利用しない方とにおける負担の公

平性を確保するため、公の施設の使用料について、３年ごとに施設に係る使用料の

見直しを行っています。また、公共施設の附帯駐車場及び駐輪場（以下「附帯駐車

場等」という。）についても、行政改革大綱等における方針を踏まえ、受益者負担

の導入や市有財産の有効活用の観点から、施設のリニューアル等に合わせて、個別

に有料化を進めてきました。 

こうした中、公共施設最適化基本計画に基づき、現在の市庁舎（第二庁舎を含

む。）は、厚木バスセンター東側区域に図書館、（仮称）未来館、消防本部等ととも

に複合施設として移転し、令和９年度に供用開始する予定となっています。中心市

街地という立地から、目的外利用や長時間利用などが懸念されるため、複合施設の

附帯駐車場等の利用について検討する必要があります。 

そうしたことから、令和６年９月に「市庁舎移転に伴う現本庁舎の跡地活用・公

共施設の駐車場に関する市民アンケート調査」を実施したところ、一定時間無料な

どの配慮も含めると、施設によっては回答者の約 70％の方から附帯駐車場等の有

料化に肯定的な御意見をいただきました。 

以上のことから、今後の持続可能な行財政運営の実現に向けて、市全体の附帯駐

車場等における有料化の考え方を定め、取組を進めていくこととします。 

 

２ これまでに有料化している附帯駐車場等 
 

本市では、附帯駐車場等について、適正な受益者負担の導入や市有財産の有効活用、  

目的外利用の抑制等を図るため、施設のリニューアルに合わせて個別に有料化を進 

めてきました。また、目的外利用の解消等を図るための有料化も実施してきました。 

（１）施設のリニューアル 

厚木市立病院駐車場、アミューあつぎ駐車場 

（２）目的外利用の解消 

    アットパーク東名バスストップ駐車場  
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３ 附帯駐車場有料化に向けた基本的な考え方 
 

  公共施設については、建設費（イニシャルコスト）に加え、施設の機能を維持

し、適切に維持管理運営していくための経費（ランニングコスト）が継続的に必要

となります。適切に維持管理運営していくための経費（ランニングコスト）につい

ては、施設を利用する方と利用しない方との負担の公平性を確保するため、施設を

利用する方に一定の負担を求めていくこととしています。 

この考え方に基づき、附帯駐車場等の使用料等についても、施設利用者の利便性

を確保するために行政サービスの一環として設置し、これまで多くの施設で無料と

してきましたが、附帯駐車場等の利用者は施設の一定空間を一時的に占用するた

め、ランニングコストに対する受益に応じた負担を求めることで、附帯駐車場等を

利用する方と利用しない方との間における公平性を確保し、適正利用につなげてい

くこととします。 

 

４ 検討の視点 
 

市全体の附帯駐車場等の在り方についての検討に当たっては、次の４つの視点か

ら進めます。 

 

（１）適正利用の視点 

    立地状況によっては、目的外利用や長時間利用により、本来利用する方が利

用できないといった状況が発生しないよう、適正利用のための方策を講じる必

要があります。 

 

（２）公平性、受益者負担の視点 

    附帯駐車場等を利用する方と利用しない方との間における負担の公平性を確

保するため、利用者には、受益（附帯駐車場等の利用）の対価として、一定の

負担（使用料等）を求め、附帯駐車場等の維持管理経費に充当する必要があり

ます。 

 

（３）市有財産の有効活用の視点 

市有財産の有効活用を図るため、閉館時などの空き時間を活用し、財源確保

に取り組む必要があります。 

 

（４）環境等への配慮の視点 

    環境への配慮のため、利用者に一定の負担を求めることで、公共交通機関の

利用を促し、交通集中の軽減を図る必要があります。 
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５ 有料化に向け具体的取組を進める附帯駐車場等 
 

基本的な考え方及び検討の視点を踏まえ、全ての附帯駐車場等について有料化の

必要性を検討した結果、今後、有料化に向けた具体的な取組を進める附帯駐車場等

は、複合施設と併せて整備する自動車、自動二輪車及び自転車の駐車場とします。 

また、その他の施設についても、今後、周辺環境の変化や施設の新設、改修等の

機会を捉え、有料化を検討することとしますが、公民館・地区市民センターや老人

憩の家、児童館など、地域の拠点としての役割を持つ施設については、慎重に検討

するものとします。 

 

６ 管理運営手法の考え方 
 

  駐車場の管理運営手法については、貸付や指定管理者制度などがあります。附帯

駐車場等の有料化に当たっては、各施設の現状や特性を十分考慮した上で、施設に

合わせた最適な管理運営手法を選択するものとします。 

 

№ 手法 内容 管理運営 

１ 貸付 一定条件を付して貸し付け、事業者が管理運営する。 事業者 

２ 
指定管理者 
制度 指定管理者が利用料金制により管理運営する。 指定管理者 

３ 直営（委託） 市が機器の維持管理等を業務委託により管理運営する。 市 

 

７ 料金設定の考え方 
 

附帯駐車場等の料金設定は、近隣の民間駐車場等の料金を参考に、民間業者への影

響や目的外駐車の抑制などを総合的に考慮し、検討するものとします。 

また、施設利用者については、手続や利用の目的を考慮し、一定時間の無料利用を

検討するものとします。 
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８ 有料化の進め方 
 

今後、新たに附帯駐車場等の有料化を進めるに当たっては、庁内組織として、受

益者負担見直し検討委員会（施設所管課長で構成）を設置し、具体的な内容の検討

を行うほか、行政改革推進本部（部長職で構成）において、見直しの方向性につい

て検討を行います。また、附属機関である行政改革調査委員会から御意見を伺うと

ともに、運営手法に応じた市民アンケートやパブリックコメント等の結果を十分に

踏まえ、条例改正等を行い、市民への十分な周知期間を設けた上で、有料化を進め

ていくこととします。 

なお、運営手法については、民間事業者の持つ豊富なノウハウ等の活用を積極的

に検討し、効率的な施設運営に努めるものとします。 

 

 

９ 見直しスケジュール 
 

この方針により、附帯駐車場等の使用料については、原則３年ごとに見直しを行

うものとします。 

ただし、貸付や指定管理者制度の導入施設については、契約期間等を考慮し、適

切な時期に見直しを行うものとします。 

また、指定管理者制度を導入した場合に利用料金の変更がある際には、指定期間

中であっても、指定管理者と料金変更の適用時期等について協議を行うものとしま

す。 
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【参考】「市庁舎移転に伴う現本庁舎の跡地活用・公共施設の駐車場に関する市民ア 

ンケート調査」結果（駐車場の有料化についての設問まとめ） 

 

１ 調査対象者  厚木市在住の満 18 歳以上の男女（外国人住民を含む。） 

２ 調査対象者数 4,000 人 

３ 調査方法    郵送配布・郵送回答又は電子申請システム回答 

４ 調査期間    令和６年８月 28 日（水）から９月 13 日（金）まで 

５ 回答人数     1,242 人（回答率 31.1％） 

 

（１）仮に各施設附帯駐車場を有料化する場合、有料化についてどう思うか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 

 

 

 

 

 

31% 40% 13% 16%荻野運動公園

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

30% 33% 20% 17%及川球技場

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

48% 27% 11% 14%文化会館

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

賛成

68%

必要ないと思う

19%
分から

ない7%

無回答

6%複合施設

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

29% 45% 11% 15%各公民館

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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（２）（１）で賛成と回答した理由についての内訳（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

  

69 
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エコ推進のため

必要だと思う

駐車場有効活用のため

必要だと思う

駐車場利用者が

負担した方が良いため

必要だと思う

駐車場混雑軽減のため

必要だと思う

目的外利用防止のため

必要だと思う
① 238人 ② 101人 ③ 140人 ④ 90人

⑤

30人

荻野運動公園

（ｎ＝599）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

① 250人 ② 92人 ③ 98人 ④ 77人
⑤

41人

各公民館

（ｎ＝558）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

① 242人 ② 92人 ③ 141人 ④ 85人
⑤

29人

及川球技場

（ｎ＝589）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

① 646人 ② 356人 ③ 228人 ④ 197人
⑤

69人

複合施設

（ｎ＝1,496）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

① 387人 ② 201人 ③ 191人 ④ 145人
⑤

38人

文化会館

（ｎ＝962）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①目的外利用防止

のため

②駐車場混雑軽

減のため

③駐車場利用者が負

担した方が良いため

④駐車場有効活用

のため
⑤エコ推進のため

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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（３）各施設附帯駐車場の有料化を進める場合、必要だと思う配慮等（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 650人 ② 181人 ③ 447人
④

146人
⑥ 262人

文化会館

（ｎ＝1,722）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

① 527人 ② 153人 ③ 381人
④

99人

⑤ 47人

⑥ 432人
荻野運動公園

（ｎ＝1,639）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

① 519人
②

141人
③ 382人

④

108人

⑤ 40人

⑥ 437人
及川球技場

（ｎ＝1,627）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

① 565人
②

122人
③ 397人

④

91人

⑤ 39人

⑥ 417人
各公民館

（ｎ＝1,631）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

① 886人 ② 215人 ③ 566人 ④ 213人

⑤ 59人

⑥

179人

複合施設

（ｎ＝2,118）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

①施設利用者は

一定時間無料

②市民と市外在住

者で料金を分ける

③障がいがある

方などへの配慮

④公共交通機関な

どの利用を促すPR
⑤その他 ⑥無回答

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受益者負担見直しに関する基本方針 

（公共施設附帯駐車場等編） 

 

令和７年１月 

 

 

厚木市 企画部 行政経営課 

〒243-8511 厚木市中町３丁目１７番１７号 

電 話 （０４６）２２５－２１６０ 

ＦＡＸ （０４６）２２５－３７３２ 

ＵＲＬ  http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/ 

e-mail    0600@city.atsugi.kanagawa.jp 

 


